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保育所における職員配置基準等の見直しを求める意見書 

 

我が国では、少子高齢化の進む状況下、子育て施策充実に向け、待機児童解消

に向けた取組等が進められ、こども家庭庁設置に向けても準備室を設け順次取り

組まれている。 

一方では、保育所現場における職員配置基準について、半世紀以上見直しがな

されていない状況もある。 

保育士１人の受持ち乳幼児童数は、ゼロ歳児で３人、１・２歳児で６人、３歳

児で20人、４歳児以上で30人となっており、現場負担は大きい状況のままとなっ

ている。 

地方自治体では保育環境改善のため独自施策により人員の増配置に努めざるを

得ない状況は依然続いており財政負担も大きい状況となっていることから、職員

配置基準見直しによる保育環境の改善、自治体財政負担の軽減が求められている。 

保育現場はコロナ禍においても、原則、開所が求められ、感染予防対策を図り

ながら保育環境の維持・充実に努め、子どもたちの発達過程に応じた事業運営を

実施している。 

「保育所保育指針」のうち「子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重

要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、

子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う」との

保育目標に沿い、日々子どもたちに接している。 

よって、国においては、保育環境改善のための、保育士配置基準の見直しや財

政措置を速やかに図るよう強く要請する。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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